
1 

資料２－２ 
 

１． 研究機関における研究従事者の任用規程例について 

 
○資格・対象者 
国立大学Ａ 

 
研究分担者を除く研究者、大学院博士後期課程に在籍する学生、
技術者 

国立大学Ｂ 
 

研究分担者を除く研究者、大学院博士後期課程に在籍する学生、
技術者 

私立大学Ａ 
 

・当該大学に本務を有しない研究者、技術者 
・大学院博士（後期）課程に在学する学生 

国立研究所Ａ 
 

次の各号を満たす者 
一 当該研究プロジェクトに継続的に参画し、研究を行える者 
二 博士の学位を取得した者、博士の学位の取得が確実な者又は
それらと同等の能力を持つと認められる者。 
三 原則として他の職についていない者 

 
○勤務時間 
国立大学Ｂ 

 
・１日につき８時間を超えない範囲で日々雇い入れる非常勤職員 
・ 常勤職員の１週間の勤務時間の４分の３を超えない範囲内で
勤務する非常勤職員 

・ 大学院博士（後期）課程に在学する者の勤務時間は、１週間当
たり２０時間を上限とし、当該大学院生が受ける研究指導、授
業等に支障が生じないよう配慮しなければならない。 

公立大学Ａ 
 

職務の内容に応じ、次の条件のもとで研究代表者の所属する部局
長（学部長、研究科長及び学生部長）が定める。 
・ 勤務日数は、月１６日以下とする。 
・ 勤務時間は１日８時間以内とする。 

私立大学Ａ 
 

・ 当該大学に本務を有しない研究者、技術者の場合 
平日にあっては１日７時間（実働）以内、土曜日にあっては３
時間（実働）以内で任意に定める 

・ 大学院博士（後期）課程に在学する学生 
１週２０時間、年間５００時間を上限とし、当該学生が受ける
通常の研究指導、授業等に支障が生じないよう配慮する。 
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○給与 
国立大学Ｂ 

 
学術研究支援員の給与は「非常勤職員の給与について」（平成１
３年３月２６日付け１２文科人第２４２号通知）の定めるところ
による。 

私立大学Ａ 
 

・ 当該大学に本務を有しない研究者、技術者の場合 
時給 1,000 円 ただし、修士号取得者 400 円、博士号取得者
1,000 円については、当該研究課題遂行に必要とされる特殊技
能、経験等を有するとして、大学が認めた場合は加算可。 

・ 大学院博士（後期）課程に在学する学生 
時給1,400円 

私立大学Ｂ 
 

・ ＰＤ３５０，０００円／月 
・ ＲＡ２００，０００円／月 
外部からの研究費をもって採用する場合には、経歴、業績を考慮
し、その予算内で協議し、決定することができるが、上記の１．
５倍を限度額とする。 

科研費補助金等により任用する研究支援業務に従事する者に対する各機関任用規程より 
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国立大学等が研究支援者を非常勤職員として採用する場合国立大学等が研究支援者を非常勤職員として採用する場合国立大学等が研究支援者を非常勤職員として採用する場合国立大学等が研究支援者を非常勤職員として採用する場合    
 
 
「非常勤職員の給与について」（要約） 
（平成１３年３月２６日文科人第２４２号文部科学省大臣官房人事課長通知） 

 
○ 非常勤職員の勤務 1 時間当りの給与（以下「時間給」という。）または勤務 1
日当りの給与（以下「日給」という。） 

 
講師、医師、歯科医師、学校医および学校歯科医である非常勤職員のほか、
１日につき８時間を超えない範囲で日々雇い入れられる非常勤職員については、
算式により算出した額の範囲内の額をもって日給とする。また常勤職員の１週
間の勤務時間の４分の３を超えない範囲内で勤務する非常勤職員については、
算式により算出した額の範囲内の額をもって時給とする。 

 
〈時間給の算出例〉 

 号俸 調整手当て 時間給 
大学卒 教育職俸給表（一）２級２号 １２％ 

３％ 
１，４００円 
１，２１２円 

修士課程修了 教育職俸給表（一）２級５号 １２％ 
３％ 

１，５２４円 
１，３２１円 

博士課程修了 教育職俸給表（一）２級９号 １２％ 
３％ 

１，８４０円 
１，６９２円 

 
この他、非常勤職員には勤務の実績に応じた手当てが支給される。また特別
の事由がある場合において、規定する時間給または日給の額をこえる額に決定
しようとする時には、文部科学大臣あて協議するものとすること。 
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２．文部科学省所管制度において、人件費の取り扱いについて、
特に拡充、改善が行われた事項 

 
＜科学研究費補助金＞ 
 
（平成９年度） 

   労働者派遣法の政令改正により、適用される業務の範囲に「科学に関する研
究の業務」等が追加されたことに伴い、労働者派遣業者と契約して派遣研究者
等を受け入れることが可能となった。 

 
（平成13年度） 

   科学研究費補助金の研究遂行に必要となる研究支援者（研究分担者を除く研
究者、大学院博士後期課程に在籍する学生、技術者に限る。）を、科学研究費補
助金（直接経費）により研究機関が雇用することが可能となった。 

 
 
＜革新的技術開発研究推進費補助金（平成14年度より独創的革新技術開発研究提案
公募制度）＞ 
 
（平成13年度） 

   革新的技術開発研究推進費補助金の研究遂行に必要となる研究支援者（研究
分担者を除く研究者、大学院博士後期課程に在籍する学生、技術者に限る。）を、
革新的技術開発研究推進費補助金（直接経費）により研究機関が雇用すること
が可能となった。 

 
 
※ポストドクター、大学院生等の雇用が事業発足当時から可能な制度 
戦略的創造研究推進事業 
未来開拓研究費補助金 
大学発ベンチャー創出支援制度 
科学技術振興調整費 
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３．科学研究費補助金における研究支援者の受入規程について 

○研究支援者の受入 

 科学研究費等による研究計画の遂行に必要となる研究支援者を受け入れる場合は、次のいず

れかによること（研究者個人が、直接研究支援者を雇用することはできない。） 

① 科学研究費等による研究の遂行に必要となる研究支援者研究支援者研究支援者研究支援者（研究分担者を除く研究者、大

学院博士後期課程に在籍する学生、技術者に限る）を研究機関が雇用する。 

   この場合、研究機関が雇用するために必要となる経費を、科学研究費等から当該研究機関

に対して支払うことができる。これにより研究支援者を受け入れる場合には、以下の点に留

意すること。 

１） 研究代表者又は研究費の配分を受けた研究分担者からの申請にもとづく研究支援者の

雇用に際し、各研究機関においては研究支援者の雇用にかかる学内規程等を定めること。

これらの学内規程等に基づき、研究機関は雇用のために必要となる経費を支払うことが

できる。なお、既存の学内規程等を準用しても差し支えない。 

２） 研究支援者が行う業務のうち、直接経費により雇用された部分については、科学研究

費等による研究遂行業務のみに従事することを学内規程等において定めること。 

３） 雇用のために必要となる経費とは、給与、退職金、ボーナス、その他各種手当、社雇用のために必要となる経費とは、給与、退職金、ボーナス、その他各種手当、社雇用のために必要となる経費とは、給与、退職金、ボーナス、その他各種手当、社雇用のために必要となる経費とは、給与、退職金、ボーナス、その他各種手当、社

会保険料事業主負担金等会保険料事業主負担金等会保険料事業主負担金等会保険料事業主負担金等である。これらの決定に当たっては、妥当な根拠による積算である。これらの決定に当たっては、妥当な根拠による積算である。これらの決定に当たっては、妥当な根拠による積算である。これらの決定に当たっては、妥当な根拠による積算

が必要であるが必要であるが必要であるが必要であるので、留意すること。 

４）    前年度に継続が内約されている研究課題に係る支援者については、４月１日より雇前年度に継続が内約されている研究課題に係る支援者については、４月１日より雇前年度に継続が内約されている研究課題に係る支援者については、４月１日より雇前年度に継続が内約されている研究課題に係る支援者については、４月１日より雇

用して差し支えない。また、新た用して差し支えない。また、新た用して差し支えない。また、新た用して差し支えない。また、新たに採択された研究課題に係る研究支援者についてに採択された研究課題に係る研究支援者についてに採択された研究課題に係る研究支援者についてに採択された研究課題に係る研究支援者について

は、内定通知受領後に雇用して差し支えない。は、内定通知受領後に雇用して差し支えない。は、内定通知受領後に雇用して差し支えない。は、内定通知受領後に雇用して差し支えない。    

５） 年度当初より補助金交付までの間に、研究代表者の退職等により補助金が交付されな

くなった場合には、当該研究支援者雇用費は原則として研究代表者の責任において支払

うこと。 

６） 科学研究費等による研究が終了、廃止又は中止した場合は、事実が発生した日以降の

雇用にかかる経費を科学研究費等から支払うことはできない。 

７） 雇用に必要な経費を研究機関に対し納付することから、雇用に際しては、納付に必要

な補助金が不足することのないよう注意すること。また、３月分の給与等を翌年度の補

助金から納付することはできないので留意すること。 

８） 研究支援者を外国での調査に同行させるような場合は、研究協力者に準じて取り扱う

こと。 

９）    研究支援者に対しては、「科研費研究員」、「科研費技術者」等、その職務内容にふ研究支援者に対しては、「科研費研究員」、「科研費技術者」等、その職務内容にふ研究支援者に対しては、「科研費研究員」、「科研費技術者」等、その職務内容にふ研究支援者に対しては、「科研費研究員」、「科研費技術者」等、その職務内容にふ

さわしい名称を付与することが望ましい。さわしい名称を付与することが望ましい。さわしい名称を付与することが望ましい。さわしい名称を付与することが望ましい。    

② 労働者派遣業者と契約して派遣研究員を受け入れる。 

この場合、当該研究機関の経費による派遣労働者の受入れに準じて取り扱うこと。 

なお、派遣研究者等に対し、有害な業務に係る特別な健康診断を行う等、受入機関とし

ての責任を果たすために必要な経費については、科学研究費等から支払うことができる。 

（平成１５年度科学研究費補助金公募要領等の説明会資料より。下線は内閣府。） 






